
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

奈
良
県
人
事
委
員
会
委
員
長

松

村

二

郎

奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
三
月
奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
勤
務
時
間
条
例
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時

間
に
お
い
て
職
員
に
勤
務
す
る
こ
と
」
を
「
職
員
に
超
過
勤
務
（
勤
務
時
間
条
例
第
九
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
命
ぜ
ら
れ
て
行
う
勤
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
勤
務
時

間
条
例
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
い
て
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
等
に
勤
務
す
る
こ
と
」
を
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
超
過
勤
務
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
五
第
二
項
中
「
第
九
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
九
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第

九
条
の
六
と
し
、
第
九
条
の
二
か
ら
第
九
条
の
四
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
九
条
の
次
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。

（
超
過
勤
務
を
命
ず
る
時
間
及
び
月
数
の
上
限
）

第
九
条
の
二

任
命
権
者
は
、
職
員
に
超
過
勤
務
を
命
ず
る
場
合
（
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
場
合
に
限
る
。
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
時
間
の
範
囲
内
で
超
過
勤
務
を
命
ず
る
も
の
と
す

る
。

一

一
箇
月
に
お
い
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
時
間
に
つ
い
て
四
十
五
時
間

二

一
年
に
お
い
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
時
間
に
つ
い
て
三
百
六
十
時
間

２

任
命
権
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
他
律
的
業
務
（
業
務
量
、
業
務
の
実
施
時
期

そ
の
他
の
業
務
の
遂
行
に
関
す
る
事
項
を
自
ら
決
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
業
務
を
い
う
。
）
の
量
の

増
加
そ
の
他
の
一
時
的
又
は
突
発
的
に
業
務
量
が
増
え
る
状
況
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
時
間
を
超

え
て
勤
務
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
時
間
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
員
に
次
の
各

号
に
掲
げ
る
時
間
及
び
月
数
の
範
囲
内
で
超
過
勤
務
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。

一

一
箇
月
に
お
い
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
時
間
に
つ
い
て
百
時
間
未
満

二

一
年
に
お
い
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
時
間
に
つ
い
て
七
百
二
十
時
間

三

一
箇
月
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
に
当
該
各
期
間
の
直
前
の
一
箇
月
、
二
箇
月
、
三
箇
月
、
四



箇
月
及
び
五
箇
月
の
期
間
を
加
え
た
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
お
い
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
時
間
の
一

箇
月
当
た
り
の
平
均
時
間
に
つ
い
て
八
十
時
間

四

一
年
の
う
ち
一
箇
月
に
お
い
て
四
十
五
時
間
を
超
え
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
月
数
に
つ
い
て
六

箇
月

３

任
命
権
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
に
超
過
勤
務
を
命
ず
る
場
合
は
、
必
要
最
小
限
の
も

の
と
す
る
。

４

任
命
権
者
は
、
特
例
業
務
（
災
害
へ
の
対
処
、
防
疫
措
置
そ
の
他
の
重
要
な
業
務
で
あ
っ
て
特
に

緊
急
に
処
理
す
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
任
命
権
者
が
認
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
従
事
す
る
職
員
に
超
過
勤
務
を
命
ず
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項

各
号
に
規
定
す
る
時
間
又
は
月
数
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
上
限
時
間
等
」
と
い
う
。
）
を
超
え

て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
（
当
該
超
え
る
こ
と
と
な
る
時

間
又
は
月
数
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
人
事
委
員
会
が
定
め
る
期
間
に

お
い
て
特
例
業
務
に
従
事
し
て
い
た
職
員
に
超
過
勤
務
を
命
ず
る
場
合
に
お
い
て
、
上
限
時
間
等
を

超
え
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
と
き
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
も
、
同
様
と
す

る
。

５

任
命
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
上
限
時
間
等
を
超
え
て
職
員
に
超
過
勤
務
を
命
ず
る
場
合

に
は
、
当
該
超
え
た
部
分
の
超
過
勤
務
を
必
要
最
小
限
の
も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該
職
員
の
健
康
の

確
保
に
最
大
限
の
配
慮
を
す
る
と
と
も
に
、
当
該
超
過
勤
務
を
命
じ
た
日
が
属
す
る
当
該
時
間
又
は

月
数
の
算
定
に
係
る
一
年
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
に
、
当
該
超
過
勤
務
に
係
る

要
因
の
整
理
、
分
析
及
び
検
証
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
に
超
過
勤
務
を
命
ず
る
場
合
に
お
け
る
時
間
及
び
月
数
の

上
限
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

平
成
三
十
一
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
勤
務
時

間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
第
九
条
の
二
第
二
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「

五
箇
月
の
期
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
箇
月
の
期
間
（
平
成
三
十
一
年
四
月
以
後
の
期
間
に
限
る
。

）
」
と
す
る
。
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